
 

 

尼崎市都市公園条例の一部改正に伴い、平成２５年７月１日から市外利用者の施

設利用に係る使用料が改定されることとなりましたので、お知らせいたします。 

 

【改定内容】  市外利用者は通常料金の１．５倍 

※ ただし、平成２５年７月１日以降の利用であっても、６月３０日以前

に納付いただいた場合は、適用されません。 

 

ご不明な点がございましたら、施設管理者へお問合せください。 

 


